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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】令和2年7月2日(2020.7.2)

【公開番号】特開2019-152625(P2019-152625A)
【公開日】令和1年9月12日(2019.9.12)
【年通号数】公開・登録公報2019-037
【出願番号】特願2018-39959(P2018-39959)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｌ   9/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/60     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/84     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｌ    9/00     ３０３Ｍ
   Ｈ０１Ｌ   21/60     ３０１Ｎ
   Ｈ０１Ｌ   29/84     　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｌ   29/84     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】令和2年5月1日(2020.5.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パッド部（３４）を有する電子装置であって、
　一面（３１ａ）を有する基板（３１）と、
　前記一面上に形成された第１金属膜（３６）と、
　前記一面上に前記第１金属膜を覆う状態で形成され、前記第１金属膜を露出させるコン
タクトホール（３７ａ）が形成された絶縁膜（３７）と、
　前記第１金属膜における前記コンタクトホールから露出する部分から前記絶縁膜におけ
る前記コンタクトホールの周囲まで形成された第２金属膜（３８）と、
　前記第２金属膜上に形成され、金で構成される第３金属膜（３９）と、を備え、
　前記パッド部は、前記第１金属膜、前記第２金属膜、前記第３金属膜が積層されて構成
されており、
　前記第２金属膜は、前記第３金属膜で覆われ、前記第３金属膜から露出しない状態とさ
れており、
　前記第３金属膜は、膜厚が０．４μｍ以上とされている電子装置。
【請求項２】
　パッド部（３４）を有する電子装置であって、
　一面（３１ａ）を有する基板（３１）と、
　前記一面上に形成された第１金属膜（３６）と、
　前記一面上に前記第１金属膜を覆う状態で形成され、前記第１金属膜を露出させるコン
タクトホール（３７ａ）が形成された絶縁膜（３７）と、
　前記第１金属膜における前記コンタクトホールから露出する部分から前記絶縁膜におけ
る前記コンタクトホールの周囲まで形成された第２金属膜（３８）と、を備え、
　前記パッド部は、前記第１金属膜と前記第２金属膜とが積層されて構成されており、
　前記絶縁膜には、応力低減構造（３７、３７ａ、３７ｂ）が形成されており、
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　前記第２金属膜上に形成され、金で構成される第３金属膜（３９）を有し、
　前記パッド部は、前記第１金属膜、前記第２金属膜、前記第３金属膜が積層されて構成
されており、
　前記第２金属膜は、前記第３金属膜で覆われ、前記第３金属膜から露出しない状態とさ
れており、
　前記第３金属膜は、膜厚が０．４μｍ以上とされている電子装置。
【請求項３】
　前記絶縁膜には、前記応力低減構造（３７ｂ）として、前記第１金属膜と前記第２金属
膜との間に位置する部分に前記第１金属膜を露出させるスリットが形成されており、
　前記第２金属膜は、前記第１金属膜のうちの前記スリットから露出する部分上にも配置
されている請求項２に記載の電子装置。
【請求項４】
　前記絶縁膜には、前記応力低減構造（３７）として、前記コンタクトホール内に前記絶
縁膜が残存する状態で前記コンタクトホールが形成されている請求項２または３に記載の
電子装置。
【請求項５】
　前記絶縁膜には、前記応力低減構造（３７ａ）として、開口端が円状とされた前記コン
タクトホールが形成されている請求項２ないし４のいずれか１つに記載の電子装置。
【請求項６】
　前記絶縁膜には、前記応力低減構造（３７ａ）として、複数の側面を有し、隣合う前記
側面を連結する部分が曲面とされた前記コンタクトホールが形成されている請求項２ない
し４のいずれか１つに記載の電子装置。
【請求項７】
　前記絶縁膜には、前記応力低減構造（３７ａ）として、開口端が５以上の多角形状とな
る前記コンタクトホールが形成されている請求項２ないし４のいずれか１つに記載の電子
装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　上記目的を達成するための請求項２では、パッド部（３４）を有する電子装置であって
、一面（３１ａ）を有する基板（３１）と、一面上に形成された第１金属膜（３６）と、
一面上に第１金属膜を覆う状態で形成され、第１金属膜を露出させるコンタクトホール（
３７ａ）が形成された絶縁膜（３７）と、第１金属膜におけるコンタクトホールから露出
する部分から絶縁膜におけるコンタクトホールの周囲まで形成された第２金属膜（３８）
と、を備え、パッド部は、第１金属膜と第２金属膜とが積層されて構成されており、絶縁
膜には、応力低減構造（３７、３７ａ、３７ｂ）が形成されている。また、請求項２では
、第２金属膜上に形成され、金で構成される第３金属膜（３９）を有し、パッド部は、第
１金属膜、第２金属膜、第３金属膜が積層されて構成されており、第２金属膜は、第３金
属膜で覆われ、第３金属膜から露出しない状態とされており、第３金属膜は、膜厚が０．
４μｍ以上とされている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　この場合、請求項３のように、絶縁膜には、応力低減構造（３７ｂ）として、第１金属
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膜と第２金属膜との間に位置する部分に第１金属膜を露出させるスリットが形成されてお
り、第２金属膜は、第１金属膜のうちのスリットから露出する部分上にも配置されるよう
にできる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　また、請求項１では、パッド部（３４）を有する電子装置であって、一面（３１ａ）を
有する基板（３１）と、一面上に形成された第１金属膜（３６）と、一面上に第１金属膜
を覆う状態で形成され、第１金属膜を露出させるコンタクトホール（３７ａ）が形成され
た絶縁膜（３７）と、第１金属膜におけるコンタクトホールから露出する部分から絶縁膜
におけるコンタクトホールの周囲まで形成された第２金属膜（３８）と、第２金属膜上に
形成され、金で構成される第３金属膜（３９）と、を備え、パッド部は、第１金属膜、第
２金属膜、第３金属膜が積層されて構成されており、第２金属膜は、第３金属膜で覆われ
、第３金属膜から露出しない状態とされており、第３金属膜は、膜厚が０．４μｍ以上と
されている。
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